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  このたびは、ようこそわが天道自治区にお越しくださいました。 

  これから先、同じ自治区住民として末永くお付合いいただくため、自治区に加入してくだ

さるようお願いいたします。 

  ここに豊田市が考えている自治区と天道自治区の概要をお知らせします。 

 

記 

 

１  豊田市の考え 

（１） 基本的事項 

    人が日常生活を送るうえで、潤いがあり楽しいものにしていくには、隣近所の方々と 

と仲睦まじく助け合って暮らすのが一番良い方法であると考えます。勤労者であれば、 

いつか必ず定年を迎え職場から地域へ戻ることになります。また、子どもやお年寄りは 

行動範囲が狭く、自治区内でのつながりが一番多いといってもよいでしょう。 

    このように、好むと好まざるに関わらず地域の方々と接して生活を送ることになりま 

す。従って、自治区組織に加入され有意義な毎日を過ごしていただきたいと思います。 

 

（２）自治区活動への支援 

    豊田市では、自治区を基礎的な日常生活単位と位置付けています。ですから、自治区 

住民がふれあい豊かで楽しく安心して生活していただくため、他市町村には見られない、 

次のような支援を各自治区にしています。 

     ①  地域広場１か所以上の設置 

     ②  区民会館建設等の半額以上補助 



     ③  自治区運営上必要な備品購入の半額補助 

     ④  防犯灯設置費 

     ⑤  自治区行事への豊田市長賞の交付 

     ⑥  自治区放送設備の半額補助 

     ⑦  自治区加入世帯数及び防犯灯設置状況に応じた助成金の交付 

     ⑧  防災倉庫、用品、資材、器材等の支給 

 

２  天道自治区の概要 

（１）基本的事項 

     人々の日常の生活圏を区域とし、住民自治活動を通して「住みよい地域社会」をつく 

っていこうとするものです。 

    地域に住み、快適に暮らすには、協調活動も必要です。一致協力して、他に誇れる自 

治区にしようではありませんか。 

 

（２）主な事業や活動 

     ① 楽しく暮らすための各種ふれあい活動を数多く実施しています。 

        ５月  区民マレットゴルフ大会 

      ７月 天王まつり、 

        ８月  夏祭り盆踊り大会 猿投マイタウンおいでん（井郷） 

        ９月  敬老会 

     １０月 秋祭り、ふれあい運動会、ふれあい祭り（井郷） 

      １１月  文化祭・収穫祭、防災訓練、 

      １２月  秋葉さん、もちつき 

        １月  左義長 

        ２月  福祉部行事 

      ３月 総会 

      ※この他に、子ども会、ジュニアクラブ、高齢者クラブ、各種団体等が主催する 

事業もあります。 

 

     ② お互いが協力し、助け合う事業も実施しています。 

          ６月  春の環境美化作業（公園や広場等） 

          ９月  秋の環境美化作業（公園や広場等） 

         ８月  自治区夜間パトロール 

         11 月   自治区防災訓練 

           ※諸活動中における事故等の傷害見舞金制度が整っています。 

   

      ③ 自治区民が行っているみえないところでの生活基盤 

      ふだんの生活では見えにくいのですが、豊田市と連携してさまざまな活動をし 



ています。 

・ ごみステーションの管理 

生活ごみや資源ごみについては、区民の当番活動で収集場所をきれいにしてい 

ます。 

・ ちびっこ広場の管理 

天道自治区には、７か所のちびっこ広場がありますが、区民のみんなで除草 

      し活動を行い、子供が遊びやすい環境づくりをしています。 

・ 交通防犯に対処しています。 

天道自治区内の１５０か所以上ある防犯灯を管理しています。また、交通標識

やカーブミラー、道路や側溝の補修などを豊田市に依頼します。 

・ 災害に備える 

大地震発生が言われている中、いざというときのために備えをし、訓練などを 

行っています。 

・ 「広報とよた」や「天道だより」をはじめとする情報誌の配布や回覧板での情

報を提供しています。また、ホームページを充実し、生活を豊かにしています。 

         

 

 

３  区費 

 (1) 持ち家の場合 

区費：年額  ８,０００  円、年 ２ 回に分けて徴収します。 

              ※入会金は転入時のみ３万円をいただいています。 

 (2) 借家の場合 

区費：年額  ４,８００  円、年 ２ 回に分けて徴収します。 

              ※入会金は転入時のみ１万円をいただいています。 

 (3) アパートの場合 

区費：年額  ４,８００  円、年 ２ 回に分けて徴収します。 

           ※管理会社を通していただいて徴収する場合もあります。 

              ※入会金は転入時のみ１万円をいただいていますが、アパートに 

よってすでにお支払いいただいているところもあります。 

  区費を支払いたくても支払えない場合は、減免条項もありますので、ご相談ください。 

 

４  区民にお願いしていること 

 (1) 当番でまわってくる活動 

  ・交通安全街頭活動  ・四郷小見守り活動   ・公園の清掃  

・資源の日の立哨及びごみステーションの清掃 

 (2) 区民としての活動 



  ・環境美化活動    ・各行事（参加は自由です） 

  ・交通安全、防犯、道路等の要望 

 (3) それぞれの組の活動 

   ・組長：１年交代で持ち回り制です。組長の仕事は、主に連絡調整です。 

※アパートによっては、組長制度がないところもありますので、不明な点や 

       詳しいことは、天道区民会館事務所におたずねください。 

 

   なお、貴方様のお住まいの組名と組長さんは以下の通りです。 

   

 

     天道         自治区 

       

 

第                 組 

 

   

 

組長氏名                  

    

 

電話                 
          

    

電話 ０５６５―４６―６０７０ 

   FAX       同上 

   Mail  tendouku@spice.ocn.ne.jp 

天道自治区 HP   URL: http://tendoku.sakura.ne.jp/ 

http://tendoku.sakura.ne.jp/


 
 

天道自治区加入Q＆A 
 

Ｑ１ 自治区ってなんですか？ 

 Ａ 同じ地域に住む住人が自主的に結成し、運営している団体です。地域住民の親 

睦を図るとともに地域の安全・安心に取り組み、自分たちの地域を住みやすいま 

ちにすることを目的に活動しています。 

 

Ｑ２ 自治区は加入しなければいけないのですか？ 

 Ａ 強制ではありません。しかし、人は自分だけでは生きられないものです。助け 

  合って生きる。いわゆる「共助」の精神で自治区というコミﾕニティが成り立って 

  います。 

 

Ｑ３ 「コミュニティ」ってなんですか？ 

 Ａ 一般的には「近隣社会」「地域社会」「地域共同体」などと言われていますが、 

  豊田市では「ふれあい豊かな地域社会」と解釈しています。 

 

Ｑ４ コミュニティ活動ってなんですか？ 

Ａ 地域の人たちが日常の生活の中で世代を越えて交流を深め、自分の生活を豊か 

で充実した潤いのあるものにしていく活動のことです。 

 

Ｑ５ 天道自治区はどんな活動をしているのですか？ 

Ａ 天道自治区では、区民相互の親睦を図りながら、環境美化、防犯パトロール、 

防犯灯の維持管理など、さまざまな活動を通じ、安全・安心なよりよい地域づく 

りを行っています。詳しくは別紙やホームページをご覧ください。 

 

Ｑ６ 自治区に加入するとどんなメリットがありますか？ 

 Ａ 次のような例があります。 



・ 自治区活動を通してコミュニケーションがとれるようになる。 

・ 日頃の支えあいや災害時の助け合いにつながる。 

・ 地域の環境美化をいっしょに行うことで、ボランティア精神が養われる。 

・ 運動会や夏祭りなどの行事や、子供会などの各種団体と連携し、青少年育成 

活動ができ地域貢献ができる。 

などです。詳細は、天道自治区の概要をご覧ください。 

Ｑ７ 税金を払っているのだから市がやってくれるのではないですか？ 

 Ａ 地域の日ごろの支えあいや災害時の助け合いができる環境づくりは、市だけで 

はできません。地域が主体となって地域の課題に取り組むことで、市の行き届か 

ない部分を補い、きめ細やかなまちづくりができます。 

Ｑ８ 自治区と市の関係はどうなっていますか？ 

 Ａ 自治区は、市の事業に協力することはありますが、市とは別の独立した団体で 

す。市とは協力・連携してすみよいまちづくりに取り組んでいます。独立はして 

いますが、地域課題の解決に取り組んでいる公共的団体であり、市から補助金等 

の交付を受けています。 

 

Ｑ９ 自治区の区費はどのように使われていますか？ 

 Ａ 皆様からお預かりする区費は、別紙のような事業等に使われています。詳しく 

は、総会資料をご覧ください。 

 

Ｑ10 区費は、だれが管理していますか？ 

 Ａ 会計や会計監査などの担当者を受けて、適正に管理しています。 

 

Ｑ11 区費を払いたくても支払えない場合はどうすればよいですか？ 

 Ａ 生活が苦しかったり、諸事情で区費を出せない方などには、減免申請によって 

  免除することができます。ご相談ください。 

 

Ｑ12 高齢などで役員や組長等ができないので、役が回ってくると困るのですが。 

 Ａ 高齢になるほど地域の支えや人とのつながりが大事になってきます。役ができ 

ない場合もでてきますので、助け合いの精神で理解してくれると思います。 

 

Ｑ13 長くは住まない予定なので、近隣との関わりも必要ないと思いますが。 

 Ａ 自治区の活動は、ごみステーションの清掃活動、防犯活動など、皆さんの気づ 

かないところで役に立っています。また、大地震などの災害では皆さんの力を必 



要としています。助け合いの精神でご入会ください。 

 

Ｑ14 いろいろな行事などに参加しなければなりませんか？ 

 Ａ 交流・親睦のために参加してほしいと思いますが、基本的に自由参加なので、 

ご都合に合わせて参加してください。 

 

Ｑ15 住民票を以前住んでいた場所から移していませんが、加入できますか？ 

 Ａ 天道自治区内に住んでいれば、加入は問題ありません。 

 

Ｑ16 学生で地域ボランティアをしたいのですが参加できますか？ 

 Ａ いろいろな活動があります。ぜひ助けてほしいと思います。 

 

Ｑ17 外国人も加入できますか？ 

 Ａ 地域で生活する一人として、参加してほしいと思います。また、一緒に活動し 

て日本の文化を知ってほしいと思います。（豊田市では英語版、中国語版、ポルト 

ガル語版、スペイン語版のパンフレットが用意されています。） 


